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＜これまでの経緯＞

 2012年のFIT制度導入以降、急速に再生可能エネルギーの導入が進んだが、従来の系統運用の
下で系統制約が顕在化してきている。

 また、我が国の電力系統整備状況は、再生可能エネルギーの立地ポテンシャルを踏まえたものに
必ずしもなっておらず、プロセスの長期化や非効率性といった課題が生じてきている。

 系統制約の克服に向けては、これまでも個別接続検討・電源接続案件募集プロセスや、既存系
統を最大限活用するための「日本版コネクト＆マネージ」が実施されてきたところ。

＜検討すべき課題＞

 再生可能エネルギーを主力電源化していくためには、上記の取組に加え、今後は電源からの要請
に都度対応する「プル型」ではなく、再エネをはじめとする電源のポテンシャルを考慮し、計画的に対
応する「プッシュ型」で再エネ主力時代に応じた次世代の系統形成を進めていく必要がある。

 「プッシュ型」の系統形成にあたり、再エネの地域偏在性によって地域間で系統増強にかかる負担
格差が生じる懸念があることと、他方で、再エネの拡大によりもたらされる便益は全国に裨益するこ
とを踏まえ、再エネの大量導入にあたり必要な系統容量が確保されるよう、再エネの利用を促進
するような系統の増強を特に促していく方策を検討すべきである。

 この点、エリアをつなぐ連系線の費用負担のあり方に係る検討について、持続可能な電力システ
ム構築小委員会で検討が行われているところ、特に再エネに寄与する分の費用負担のあり方につ
いては本小委員会においても御議論いただきたい。

次世代ネットワーク構築に係るこれまでの経緯と検討すべき課題
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 連系線増強に伴う３Eの便益のうち、広域メリットオーダーによりもたらされる便益分については、原則全国
負担。その際、再エネ由来の効果分（価格低下及びCO２削減）に対応した負担については、再エネ特措
法上の賦課金方式の活用も選択肢として検討することが適切であることを確認した。

 安定供給強化の便益分については、受益する各地域の電力会社（一般送配電事業者）が負担する。

CO2削減

価格低下

安定供給

原則全国負担

地域負担

 徴収方法は全国託送方式
 再エネ由来の効果分については、
再エネ特措法上の賦課金方式
も選択肢として検討

便益（３E） 費用負担

 各地域の電力会社負担
（地域の託送料金）
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全国調整スキームの基本的な考え方 第１回持続可能な電力システム
構築小委員会資料４より抜粋



費用便益分析に基づく地域間連系線の増強判断と費用負担の考え方

 ｢脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会｣中間整理(2019年8月)において、地域間
連系線の増強判断に際しては、広域機関における地域間連系線の費用対便益評価において、
連系線増強による３Eの便益（安定供給強化、価格低下、CO2削減）を定量化し、便益が
費用を上回った場合は、広域機関における計画策定プロセスの検討を開始することが適当とさ
れたところ。

 また費用負担については、定量評価された便益の割合で費用全体を案分して、各便益と各費
用を対応させる考え方が示されている。
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連系線増強・費用負担の考え方



系統増強に伴い生じる便益に占める再エネ由来効果分の考え方

＜再エネ由来効果分について＞

 広域機関における地域間連系線の費用対便益評価（広域的メリットオーダー）の分析における再エネ
由来効果分は、連系線増強に伴い生じ、全国で負担すべきと整理された ①価格低下（燃料費の削
減）と②CO2削減に係る効果として定量的に算出された再エネ由来効果の合算値である。

 地域偏在性が顕在化した場合の分析例は、以下２つのケースを比較を行い、効果を算出する。

A) 連系線が増強されない

 系統制約が発生することにより、エリアをまたいでの燃料費の安い電源の電力供給が抑制され
る

B) 連系線が増強される

 系統制約が発生が抑えられることにより、エリアをまたいでの燃料費の安い電源の電力供給量
が増加（燃料費の高い電源は抑制）する。

 電源が代替されることにより、代替される発電量に応じた燃料費の削減効果が算出される。そのうち、燃料
費の安い再エネが、燃料費が高いLNGガス火力や石炭火力に代替される場合のマイナス効果が①価格低
下に係る再エネ由来効果（系統増強により再エネが抑制されずに発電された場合に生じる効果）となる。

 また、CO2削減効果についても、代替される発電量を、CO2クレジット価格や燃料ごとの排出係数を貨
幣価値に換算して算出される。そのうち、上記同様、再エネが代替される場合のマイナス効果が②CO2削
減に係る再エネ由来効果（系統増強により再エネが抑制されずに発電された場合に生じる効果）となる。

＜再エネ寄与率について＞

 個々の連系線増強に伴い生じる３Eの便益のうち、上記の考え方により算出された再エネ効果由来分の
割合を「再エネ寄与率」として、再エネに寄与する分の費用を確保・交付するにあたり用いてはどうか。
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 地域間連系線の増強が行われなければ、需要地に送ることができない場合、安価な再エネの開発が可
能なポテンシャルのある地域でも導入が進まない恐れがある。

 そういった系統制約に対応する際、従来の電力ネットワークの費用負担の在り方では、再エネの地域偏在
性により、地域間で系統増強にかかる負担格差が生じる。
他方、再エネの導入による環境への負荷低減効果は全国大で需要家に裨益するもの。

 具体的に、系統制約を抱える地域の地域間連系線を増強することにより、下記のとおり、再エネの導入促
進と国民負担の抑制の双方に資する効果が見込まれる。

① 短期的には、系統制約を受けている既存の再エネの稼働率を高め、その最大限の活用が促され再
エネの導入量が増加

② 中長期的には、系統制約が解消されることにより安価なコストの新規の再エネの導入が進み、再エ
ネ特措法に基づく賦課金方式を含む再エネ支援にかかる負担を抑制

再エネ特措法上の賦課金方式（案）

地域間連系線等への投資が行われない又は遅れることにより、再エネ特措法の目的である「再エネの利用の
促進」が阻害されることのないよう

 再エネ特措法により再エネへの支援を継続する限りにおいて、

 再エネ導入促進効果が認められる範囲で、

再エネ特措法において、再エネ発電に係る費用に充てるため全国一律の賦課金負担を需要家に課している
ことを踏まえ、同様の賦課金方式を活用し系統増強などの費用（系統増強交付金）を確保・交付すること
としてはどうか。





（参考）再エネ特措法上の賦課金方式の適用範囲と詳細議論の進め方（案）

 再エネの主力化に向けては、地域間連系線だけでなく、地内線の整備も合わせて重要であるところ。

 全国調整スキームの対象としては、広域機関が扱う上位二系統の地内線を対象とする考え方もあるが、
地域間連系線について費用対効果があるものに対して増強を行う中での費用負担を議論してきた経
緯や現行の託送料金体系との整合性を踏まえ、地域間連系線の増強を対象とし、合わせて、地域
間連系線の増強に伴って一体的に発生する地内系統の増強についても、再エネ特措法上の賦課
金方式を適用することとしてはどうか。
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今後、地域間連系線を増強すると、広域メリットオーダーが働くことによって沖縄を除く９エリアの卸電力価格の
低下につながることが想定されている。また、地域間連系線の増強は、短期的には既存の再エネの稼働率を
高めその最大限の活用を促す効果がある。こうした効果については、広域機関における費用便益分析におい
ても評価されている。加えて、中長期的にはより安価なコストの再エネ導入が進み、同じkW・kWh を達成するた
めの再生可能エネルギー支援策に係るコストを低減させる可能性もある。

したがって、連系線増強に伴う３Ｅの便益のうち、広域メリットオーダーによりもたらされる便益分は受益者負担
の観点から原則全国負担とし、特に再エネ効果由来の効果分（卸価格低下及びCO2 削減）については、FIT 賦
課金が沖縄を含む全国で電気の使用量に応じた負担となっていることにも鑑み、FIT 賦課金方式を選択肢の一
つとして検討していくことが適切であることを確認した。

また、安定供給分の便益分については、受益する各地域の電力会社（一般送配電事業者）の負担として託送
料金として回収することを検討していくことが適切であることを確認した。

なお、連系線増強に伴って一体的に地内系統の増強が発生するのであれば、当該増強についても、連系線本
体と同様に賦課金方式を適用することの是非も併せて検討していくべきである。

（参考） 今後の地域間連系線の費用負担ルール（脱炭素化小委中間整理）

第１回持続可能な電力システム構築小委員会資料４より抜粋




